
 

 

 

PRESS RELEASE 
情報提供年月日 

令和４年２月 17日 

新型コロナウイルスワクチン追加接種の前倒

しについて 

 

送信者 

庄原市 総務部 行政管理課 

広報統計係 三戸（みと） 

      大田（おおた） 

TEL0824-73-1159・FAX0824-72-3322 

 

庄原市新型コロナウイルス感染症対策本部 ワクチン接種対策部  

電話：0824-73-1137 担当者：中間 

担当者：○○○○       

お問い合わせ 

希望者へのワクチン接種を推進するため、２月 21日（月）から接種間隔を前

倒しする対象を接種対象者全体に拡大します。 

接種間隔は 65 歳以上の人は２回目接種から７カ月、65 歳未満の人は８カ月

の経過が必要でしたが、予約枠に空きがあるため、６カ月に前倒しして接種を

実施します。 

 

（参考） 

既に前倒しを実施している対象者 

○ ２月４日から接種間隔の前倒し 

対象者：市内の小中学校教職員や保育士 

接種間隔：８カ月⇒６カ月 

○ ２月 10日から接種期間の前倒し 

対象者：バス・タクシーなどの交通事業者、一般廃棄物収集運搬処理事業者、 

児童クラブ等職員、庄原警察署署員 

接種間隔：８カ月⇒６カ月 
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